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は
、
非
営
利
法
人
法
(
州
に
よ
っ
て
は
宗
教
法
人
法
)
と
税
法
に
加
え
て
、
必
ず
寄
附
募
集
規
制
法
(
口
�
 

江

z
z
g
v
Z
S
E
a
s
S
F
g
)

る
。
従
来
、
わ
が
国
で
公
益
的
な
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
�
 

に
つ
い
て
そ
う
な
の
だ
が
、
寄
附
税
制
の
問

N
P
O

題
だ
け
が
注
目
を
集
め
て
き
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
宗
教
団
体
も
含
め
て
非
営
利
団
体
法
制
に
つ
い
て
語
る
場
合
に

に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
合
衆
国
で
は
公
益
的
な
団
体
が
そ
の
活
動
資
金
を
集
め
る
方
法
も
ま
た
、
法
的
な
関
心
の
対

象
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
に
合
衆
国
で
は
、
古
く
か
ら
公
益
的
な
団
体
が
行
な
う
寄
附
募
集
活
動
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
規
制
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
規
制
は
、
合
衆
国
憲
法
の
保
障
す
る
表
現
の
自
由
(
な
い
し
信
教
の
自
由
)
に
照
ら
し
て
繰
り
返
し
検

討
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
報
告
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
寄
附
募
集
規
制
法
を
素
材
に
、
宗
教
団
体
の
寄
附
募
集
活
動
に
対

す
る
規
制
に
つ
い
て
憲
法
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

但
し
、
宗
教
団
体
法
制
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
き
に
は
、
ま
ず
非
営
利
団
体
な
い
し
公
益
的
な
団
体
一
般
に
つ
い
て
の
法
制
度
を
考

し
た
が
っ
て
、
本
報
告
で
も
、
宗
教
法
学
会
の
報
告
と
し
て
は
迂
遠
な
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
一
般

的
に
公
益
的
な
団
体
が
行
な
う
寄
附
募
集
活
動
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
規
制
が
な
さ
れ
、
そ
の
規
制
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
い
る
の
か
を
論
じ
た
後
に
、
宗
教
団
体
に
つ
い
で
論
じ
る
こ
と
と
し
、
日
本
に
つ
い
て
も
、
非
営
利
団
体
一
般
に
つ
い
て
論
じ
た
後

に
宗
教
団
体
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

1 
(1) 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
場
合

寄
附
募
集
規
制
法

「
寄
附
募
集
活
動
の
自
由
」

え
た
上
で
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
宗
教
団
体
の
も
つ
特
性
を
考
慮
す
る
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
形
で
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

{
l
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!縄

ま
ず
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
ど
粍
だ
け
の
寄
附
金
が
市
民
か
保
祭
政
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
統
計
時
必
れ
ば
‘
-
・
九

年
に
公
益
団
体
全
体
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
寄
附
金
の
総
額
は
、

一
四
一
一
一
四
・
六
億
ド
ル
に
及
び
、
そ
の
う
ち
、
四
七
・
�
 
パ
�
 セ
ン
�
 

(2)

ト
(
す
な
わ
ち
約
六
七
四
・
三
億
ド
ル
)
が
宗
教
団
体
に
対
す
る
寄
附
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
閣
で
は
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
市
民
に
よ
る
公
益
団
体
へ
の
寄
附
が
盛
ん
で
あ
り
、
ま
た
寄

附
を
獲
得
す
る
た
め
に
公
益
団
体
に
よ
る
寄
附
募
集
活
動
も
盛
ん
な
わ
け
で
あ
る
が
、
寄
附
募
集
活
動
に
対
す
る
規
制
も
、
古
く
か
ら

行
な
わ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
寄
附
募
集
活
動
に
つ
い
て
正
面
か
ら
規
制
す
る
連
邦
法
は
存
在
せ
ず
、
寄
附
募
集
規
制
は
、
州
の
法
律
や

(3)

自
治
体
の
条
例
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
�
 

(
4
)
 

寄
附
募
集
活
動
を
規
制
す
る
条
例
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
最
初
の
判
例
が
、
�
 

曲目向山由吋� 
4
・
�
 

叩
語
、
己
申
吋
怒
可
で
あ
る
。
本

同

件
は
、
条
例
上
寄
附
の
募
集
を
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
警
察
箸
長
の
許
可
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

エ
ホ
バ
の
証
人
の
信
者
が
こ
の
許
可
を
受
け
ず
に
、
寄
附
を
募
集
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

結
果
的
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
自
治
体
が
一
般
市
民
を
詐
欺
的
な
寄
附
の
訴
え
か
ら
保
護
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
(
つ
ま
り
、
こ

れ
は
正
当
な
政
府
利
益
で
あ
る
)
こ
と
は
認
め
た
も
の
の
、
本
件
条
例
は
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
次
の

二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
寄
附
の
募
集
と
い
う
行
為
は
表
現
の
自
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
規
制
の
合
意
性
は
、

表
現
の
自
由
に
照
ら
し
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
に
営
利
目
的
で
金
銭
の
交
付
を
求
め
て
い
る

場
合
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
本
件
被
告
人
の
な
し
た
寄
附
募
集
行
為
は
単
な
る
金
銭
の
交
付
の
要
求
で
は
な
く
、
宗
教
上
の
見
解
の
主

(5)

張
と
結
び
付
い
た
表
現
行
為
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
寄
附
募
集
活
動
の
許
可
に
お
い
て
行
政
庁
が
有
し
て
い
る
広
汎
な
裁
量
を
理
由
と
し
て
、
違
憲
と
し
た
点
で
あ
る
。
と
い

P
E

m
g
g
o
Z

O
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う
の
は
、
寄
附
募
集
活
動
の
許
可
に
際
し
て
、
行
政
庁
が
裁
量
を
有
し
て
い
る
場
合
、
行
政
庁
は
こ
の
裁
量
的
な
権
限
を
通
じ
て
「
表

(6)

現
活
動
」
を
検
閲
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

寄
附
募
集
活
動
は
表
現
の
自
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
行
為
で
あ
り
、
こ
れ
を
純
然
た
る
許
可
制
に
係
ら
し
め
る
こ
と
は
表
現
活
動

に
対
す
る
許
さ
れ
さ
る
事
前
抑
制
に
当
た
り
違
憲
で
あ
る
と
い
う
∞
岳
宮
正
常
判
決
の
考
え
方
は
、
。
恒
三
者
。
ロ
�
 
4
・の� 

(
7
)
 に

お

い
て
一
層
明
確
に
さ
れ
た
。
本
件
も
ま
た
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
信
者
が
、
コ
、
ネ
テ
イ
カ
ッ
ト
州
法
所
定
の
許
可
を
受
け
ず
に
寄
附
募
集

活
動
を
行
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
最
高
裁
は
、
寄
附
募
集
行
為
を
行
政
庁
の
裁
量
的
な
決
定

に
委
ね
る
こ
と
は
、
宗
教
上
の
見
解
の
表
明
に
対
す
る
事
前
抑
制
に
当
た
り
、
「
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
自
由
の
行
使
に

(

8

)

(

9

)

許
さ
れ
な
い
負
担
を
課
す
」
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
本
件
州
法
を
違
憲
と
判
断
し
た
。

こ
れ
ら
の
判
例
を
通
じ
て
表
現
の
自
由
の
一
内
容
と
し
て
「
寄
附
募
集
活
動
の
自
由
」
が
承
認
き
れ
、
寄
附
募
集
活
動
は
、
表
現
の

自
由
を
制
限
す
る
立
法
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
厳
格
な
違
憲
審
査
基
準
の
下
で
、
憲
法
上
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
合
衆
国
の
寄
附
募
集
規
制
の
性
格
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
や
、
あ
る
人
物
・
団
体
が
寄
附
募
集
活
動
を
行

な
う
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
を
行
政
庁
が
判
断
し
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
判
断
し
た
人
物
・
団
体
を
事
前
に
排
除
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
ず
、
あ
る
団
体
が
寄
附
に
値
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
は
個
々
の
市
民
に
委
ね
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
市
民
の
判
断
は
正
確
な


情
報
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
情
報
が
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
情


(
叩
)

報
提
供
こ
そ
が
寄
附
募
集
規
制
の
目
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
情
報
提
供
型
」
の
規
制
の
背
景
に
は
、
寄
附
募
集
活

動
の
問
題
は
、
消
費
者
保
護
の
問
題
に
似
て
お
り
、
政
府
に
よ
る
直
接
的
な
規
制
よ
り
も
い
わ
ば
「
消
費
者
教
育
」
に
よ
る
解
決
こ
そ

が
適
切
で
あ
る
と
の
発
想
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
現
在
で
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
寄
附
募
集
活
動
を
行
な
う
団
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
財
務
運
営
に
関
す
る
情
報

8
5
0
t
n
E
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と
い
っ
義
盛
襲
撃
縫
報
を
市
民
一
位
提
掃
除
官
る
た
め
@
規
制
と
し
て
ゴ
畳
録
制
度
や
収
支
報
告
書
制
度
、
寄
附
募
集
時
の
情
報
開
示
制
度

と
い
っ
た
規
制
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

登
録
制
度
・
収
支
報
告
書
提
出
制
度

(
日
)

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
益
団
体
に
よ
る
寄
附
募
集
活
動
に
対
す
る
規
制
は
、
州
法
な
い
し
自
治
体
の
条
例
で
な
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
は
州
法
や
条
例
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
大
き
な
枠
組
み
だ
け
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

申
請
書
に
は
、
多
く
の
場
合
、
①
団
体
の
名
称
、
住
所
お
よ
び
目
的
、
②
団
体
の
設
立
年
月
日
、
③
団
体
の
形
式
お
よ
び
免
税
地
位
、

④
聞
体
の
役
員
の
氏
名
お
よ
び
住
所
、
⑤
団
体
の
会
計
年
度
の
開
始
時
期
、
⑥
寄
附
募
集
活
動
の
目
的
お
よ
び
方
法
と
い
っ
た
情
報
が

記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
み
た
許
可
制
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
登
録
香
の
提
出
を
、
つ
け
た
行
政
庁
は
、
そ
の
登
録
書
に
記
載
さ
れ
た
情
報
に
虚
偽
が
な

い
限
り
、

一
定
期
間
内
に
登
録
証
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
団
体
は
寄
締
募
集
活
動
に
従
事
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。

さ
ら
に
、
寄
隙
募
集
活
動
を
行
な
う
団
体
は
、
毎
年
、
収
支
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
収
支
報
告
書
は
、
①
寄

附
募
集
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
全
て
の
収
入
、
②
事
務
費
用
、
③
寄
附
募
集
活
動
費
用
、
④
寄
附
募
集
代
行
業
者
に
支
払
っ
た
報
酬
、

⑤
ア
ド
ボ
カ
シ 

活
動
の
た
め
の
支
出
、
⑥
団
体
役
員
に
対
す
る
報
酬
、
⑦
そ
れ
ぞ
れ
の
公
益
目
的
の
た
め
の
支
出
と
い
っ
た
事
項
が

法 て
上寄
の 附

通
常
、
公
益
的
な
団
体
が
寄
附
募
集
活
動
を
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
事
前
に
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
登
録
を
せ
ず

規募
制集

州し

で活

れを

、た

あ 動

ばし

司場
法合
長〈に
官gは

州都
務金
長(が
官g科
まさ�  
t.:. れ� 
1;1奇

襲金

者録
保書
彊(

存ぞ
誉会

相収
当支
す墾

存草
津82
が国
， 出 �  
Z 先� 

E Z 

町る
た 器

売語
行w

こ政
の庁
登は
録� 
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(
日
)

記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
団
体
外
の
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
轄
行
政
庁
に
提
出
さ
れ
た
登
録
書
お
よ
び
収
支
報
告
書
は
、
公
文
書
で
あ
り
、
市
民
の
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
政

府
が
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
寄
附
募
集
活
動
に
つ
い
て
正
確
な
情
報
を
提
供
す
れ
ば
、
市
民
は
あ
る
団
体
に
寄
附
を
す
べ
き
か
ど
う
か
に

つ
い
て
合
理
的
な
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
政
府
が
自
ら
詐
欺
的
な
団
体
を
排
除
し
な
く
て
も
、
市
民
の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
団
体

は
自
然
と
淘
汰
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
登
録
や
収
支
報
告
書
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
自
体
は
、
修
正
一
条
で
保
護
さ
れ
た
自
由
を
不
当
に
侵
害
す
る
も
の
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

F
Z
E己
守
口
巴
∞ 

口 

吋
穴
ユ

5
g
o
oロ
2
5
5
5
8
4
2
4
0同
国 

(
国
)ロ

は
、
ク
リ
シ
ユ
ナ

意
識
国
際
協
会
が
、
表
現
の
自
由
、
信
教
の
自
由
お
よ
び
団
体
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
根
拠
に
、
寄
附
募
集
活
動
に
つ
い
て
登
録
制
度
お

よ
び
収
支
報
告
書
制
度
を
定
め
た
条
例
を
争
っ
た
事
例
で
あ
る
。

O

控
訴
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
団
体
側
の
訴
え
を
退
け
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
条
例
に
よ
っ
て
提
出
を
求
め
ら
れ
る
情

5
4
F

報
は
純
粋
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
寄
附
募
集
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
ら
か
に
し
、
寄
附
募
集
活
動
を
説
明

(
げ
)

す
る
事
実
を
市
民
に
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
件
条
例
の
定
め
る
登
録
制
度
で
は
、
所
轄
行
政
庁
は
、
登
録
申
請
者
に
よ
る
寄
附


募
集
活
動
の
可
否
を
決
定
す
る
裁
量
的
な
権
限
を
も
た
な
い
か
ら
、
本
件
条
例
は
団
体
の
修
正
一
条
上
の
権
利
を
不
当
に
侵
害
す
る
も


(
国
)

の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
本
件
条
例
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
情
報
は
、
団
体
外
の
市
民
に
対
し
て
行
な
っ
た
寄
附
募
集
活
動
に
関
わ

る
情
報
に
す
ぎ
ず
、
団
体
の
内
部
運
営
に
関
わ
る
情
報
は
開
示
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
団
体
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
も
の
で
も

(
刊
日
)

な
い
、
と
。

こ
れ
ら
の
登
録
制
度
お
よ
び
収
支
報
告
書
制
度
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
宗
教
団
体
に
適
用
す
る
場
合
を
別
に
す
れ
ば
、
異
論
の
余
地

な
く
合
意
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

0
5
Z

-88-
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(2) さ
ら
に
、
登
録
制
度
と
収
支
報
告
書
制
度
に
加
え
で
、
団
体
が
寄
附
を
募
集
し
よ
う
と
す
る
際
に
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
一
定
の
情

報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
寄
附
募
集
時
の
情
報
開
示
制
度
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
ど

こ
ま
で
の
情
報
の
開
示
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
憲
法
上
許
さ
れ
る
の
か
を
め
ぐ
る
争
い
が
存
症
す
る
が
、
寄
附
募
集
活
動
を
困
難
に
す

る
よ
う
な
情
報
に
つ
い
て
は
別
と
し
て
も
、
そ
の
寄
附
募
集
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
必
要
な
情
報
と
い
っ
た
最
低
限
の
情
報
の
開
示
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
、
修
正
一
条
に
反
し
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

寄
附
募
集
規
制
法
と
宗
教
団
体

適
用
を
除
外
す
る
立
法
例
と
除
外
し
な
い
立
法
例

こ
の
よ
う
に
、
公
益
的
な
団
体
に
よ
る
寄
附
募
集
活
動
に
対
し
て
は
、
寄
附
を
求
め
ら
れ
た
市
民
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
た
め

の
規
制
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

一
定
の
要
件
を
み
た
し
て
い
る
団
体
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
制
の
適
用
が
除
外
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
、
宗
教
団
体
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
適
用
除
外
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
い
。

た
だ
、
宗
教
団
体
に
つ
い
て
適
用
を
除
外
す
る
か
ど
う
か
は
、
州
法
や
条
例
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
お
り
、
州
法
レ
ベ
ル
で
は
、
適
用

(
初
)

が
除
外
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
宗
教
団
体
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
適
用
除
外
が
な
さ
れ
る
の
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
自
由
な
宗
教

活
動
条
項
お
よ
び
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
関
わ
る
立
法
府
の
配
慮
を
反
映
し
て
い
る
。

信
教
の
自
由

た
だ
、
自
由
な
宗
教
活
動
条
項
(
信
教
の
自
由
)
に
関
す
る
限
り
、
寄
附
募
集
規
制
法
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
憲
法
上
の
要
請

だ
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
立
法
に
対
す
る
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
ど
の
よ
う
な
審
査
基
準
が
適
当

(
幻
)

か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
も
し
仮
に
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
立
法
の
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
、 

P
R
Z
ユ
4
・
〈
母
国
叩
『
で
用
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い
ら
れ
た
審
査
基
準
、
す
な
わ
ち
、
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
立
法
が
合
憲
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
「
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
政

府
利
益
」
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
っ
、
制
約
手
段
が
必
要
最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
テ
ス
ト
が

採
ら
れ
る
と
し
て
も
、
結
論
は
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
厳
格
な
違
憲
審
査
基
準
は
、
政
治
的
な
表
現
の
自
由
を

制
約
す
る
立
法
に
つ
い
て
の
違
憲
審
査
基
準
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
政
治
的
な
表
現
の
自
由
の
行
使
と
し
て
保
護
さ
れ
る
世
俗
団
体
の
寄

附
募
集
活
動
に
つ
い
て
、

一
般
に
寄
附
募
集
規
制
法
の
情
報
開
示
規
制
が
合
意
と
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
寄
附
募
集
活
動
を
行
な
う

の
が
宗
教
団
体
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ぞ
れ
以
上
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

結
局
、
信
教
の
自
由
と
の
関
係
で
は
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
寄
附
募
集
規
制
法
の
適
用
除
外
は
、
立
法
府
が
立
法
裁
量
の
行
使
と
し

て
行
な
っ
た
立
法
上
の
配
慮
�
 20
m
E
R
H
g
 
E
g
g
g
o内
宮
位
。
ロ
)
と
考
え
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

。内宗
教
団
体
に
つ
い
て
寄
附
募
集
規
制
を
適
用
し
た
場
合
に
、
憲
法
上
問
題
と
な
り
う
る
の
は
、
む
し
ろ
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
(
政

政
教
分
離
原
則

Q

o
g
g{m)

教
分
離
原
則
)
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
あ
る
立
法
が
政
教
分
離
原
則
に
違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
①
そ
の
立
法
が
世
俗
的
な

目
的
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
②
そ
の
立
法
の
も
た
ら
す
効
果
が
世
俗
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
③
そ
の
立
法
の
結
果
、
国
家

o
g
z
v
o

と
宗
教
団
体
と
の
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
レ
モ
ン
・
テ
ス
ト
に
照
ら
し
て
判

断
が
な
き
れ
る
。
た
だ
、
寄
附
募
集
規
制
が
世
俗
的
な
目
的
と
世
俗
的
な
効
果
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
こ
こ
で
問
題

と
な
る
の
は
、
寄
附
募
集
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
宗
教
団
体
に
対
し
、
行
政
庁
が
さ
ま
ざ
ま
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
「
過
度

の
か
か
わ
り
合
い
」
に
あ
た
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
が
判
断
を
下
し
た
こ
と

が
な
い
う
え
、
よ
く
似
た
情
報
開
示
規
制
に
つ
い
て
控
訴
裁
判
所
の
判
断
も
分
か
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
上
述
し
た
回
開
。
0
2
4
・
�
 与
え
同
�
 
ロ
と
、
�
 

肉
�
 

-90ー



宗教団体と寄附募集規制法(田近)

⑤
募
集
活
動
の
賃
金
ま
た
は
報
酬
の
類
、
⑥
得
ら
れ
た
寄
附
金
総
額
に
対
す
る
そ
の
報
酬
等
の
割
合
と
い
っ
た
情
報
が
登
録
書
お
よ
び

収
支
報
告
書
の
提
出
を
通
じ
て
開
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
前
者
の
事
件
で
は
、
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
そ
も
そ
も
こ
の
問
題
を
ま
っ
た
く
論
じ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
後
者

の
事
件
で
は
、
第
十
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
条
例
上
の
情
報
開
示
規
制
が
、

「
宗
教
団
体
の
財
務
管
理
に
関
す
る
全
て
の
事
柄
に

つ
い
て
ど
こ
ま
で
宗
教
団
体
構
成
員
に
開
示
す
る
の
が
適
切
な
の
か
を
最
終
的
に
執
行
機
関
お
よ
び
司
法
機
関
に
判
断
さ
せ
、
さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
情
報
を
集
め
、
大
衆
に
知
ら
せ
る
と
い
う
職
責
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
行
機
関
お
よ
び
司
法
機

(
M
)

関
を
宗
教
団
体
の
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
関
与
さ
せ
る
」
こ
と
か
ら
、
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
違

憲
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

第
十
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
開
示
さ
れ
る
情
報
が
団
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
情
報
に
限
定
さ
れ
る
な
ら
ば
憲
法
上

(
お
)

も
許
容
さ
れ
る
と
す
る
が
、
ど
こ
ま
で
の
情
報
の
開
示
で
あ
れ
ば
、
「
執
行
機
関
を
宗
教
団
体
の
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
関
与
さ
せ

る
」
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
は
、
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

実
は
同
じ
よ
う
な
問
題
は
、
法
人
法
上
ま
た
は
税
法
上
宗
教
団
体
に
対
し
そ
の
財
務
管
理
に
関
す
る
情
報
を
開
示
す
る
よ
う
求
め
る

(
お
)

場
合
に
も
生
ビ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
連
邦
最
高
裁
は
未
だ
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
近
時
の
連

(
幻
}

邦
最
高
裁
が
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
の
禁
止
」
の
テ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
教
樹

立
禁
止
条
項
に
関
わ
る
現
在
の
連
邦
最
高
裁
の
関
心
が
、
国
家
が
宗
教
団
体
と
接
触
し
な
い
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
宗
教
団
体
間

の
平
等
お
よ
び
宗
教
団
体
と
世
俗
団
体
と
の
聞
の
平
等
と
い
う
、
宗
教
に
関
す
る
国
家
の
中
立
性
に
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
世
俗
団
体

位己、

官i

募吾Z2一

望V 
Hq 
的 非

期常
問'

よ

方� A
時定� 

∞5 

1E 間
五不
差規

暑製
お� Z

L
え� 

れ
Z 

亙て
主よ お

墨聖
者� 

2主
E

ハら
名の

生器尋

問 L で:ロ

晶司令

警告
主体

事突
す
る
者
の

翼
歴
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(
お
)

の
場
合
と
同
様
の
情
報
開
示
規
制
を
宗
教
団
体
に
適
用
す
る
こ
と
は
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
反
し
な
い
と
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

な
お
、
寄
附
募
集
規
制
法
が
宗
教
的
に
中
立
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
規
制
は
違
憲
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

実
際
、

一
般
的
に
宗
教
団
体
に
も
寄
附
募
集
規
制
条
例
が
適
用
さ
れ
る
と
し
つ
つ
、

一
定
の
要
件
を
充
た
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
適
用

を
除
外
す
る
と
い
う
形
を
採
る
こ
と
と
す
る
場
合
、
州
法
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
自
治
体
の
条
例
レ
ベ
ル
で
は
、
自
治
体
内
に
存
在

す
る
宗
教
団
体
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
要
件
の
定
め
方
に
よ
っ
て
は
、
伝
統
的
な
宗
教
団
体
に
は
適
用
を
除
外
し
つ
つ
、

(
鈎
)

実
質
的
に
そ
の
規
制
が
新
宗
教
団
体
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
連
邦
最
高
裁
は
明
確
に
そ

の
よ
う
な
規
制
を
違
憲
と
判
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「 

ロ
4
・
〈
包 

(
初
)

で
は
、
伝
統
的
な
宗
教
団
体
に
つ
い
て
は
適
用
を
除
外

RmO

g
g

す
る
一
方
で
、
新
宗
教
団
体
に
対
し
て
は
適
用
を
除
外
し
な
い
寄
附
募
集
規
制
が
違
憲
と
さ
れ
た
。

わ
が
国
の
場
合

歴
史
的
沿
革

合
衆
国
の
寄
附
募
集
規
制
と
類
似
し
た
規
制
は
、
わ
が
国
に
も
例
を
み
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
団
体
に
よ
る
寄
附
募
集
活
動
に

つ
い
て
初
め
て
全
国
的
に
規
制
が
・
な
さ
れ
た
の
は
、
明
治
=
一
一
年
七
月
七
日
内
務
省
令
第
六
号
「
神
社
寺
院
及
仏
堂
ニ
於
ケ
ル
参
拝
、

観
覧
料
金
ノ
徴
収
並
寄
付
金
ノ
募
集
ニ
就
キ
取
締
ノ
件
」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
治
三
一
年
内
務
省
令
は
、
規
制
の
詳
細
を
定

め
る
形
で
、
明
治
三
三
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
(
明
治
三
三
年
八
月
一
日
内
務
省
令
第
三
人
号
)
。

改
正
後
の
明
治
一
一
一
一
年
内
務
省
令
に
よ
れ
ば
、
「
神
社
、
寺
院
、
桐
字
、
仏
堂
其
他
宗
教
ノ
宣
布
又
ハ
宗
教
上
ノ
儀
式
執
行
ヲ
目
的

ト
ス
ル
法
人
」
が
、
「
寄
附
金
又
ハ
負
債
ヲ
募
集
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
」
、
「
一

募
集
ノ
目
的

募
集
ノ
方
法

募
集
ノ
金

l 
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が

古

和

室

の

最

悪 

皇
室
露
変
容
の
静 

2
3る

2
6号
さ
れ
た
(
第
三
条
お
よ
び
第
五
雪
。
品
取
じ
型

こ
の
内
務
省
令
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、
改
正
直
後
に
、
「
神
社
ノ
氏
子
信
徒
寺
院
ノ
檀
信
徒
教
会
ノ
信
徒
等
ニ
シ
テ
任
意
申
合
セ

寄
附
ヲ
為
シ
其
間
勧
募
ト
認
ム
ヘ
キ
行
為
ナ
キ
」
場
合
、
。
ま
り
、
寄
附
金
を
氏
子
、
檀
家
、
信
徒
等
の
構
成
員
の
み
か
ら
集
め
る
場

(
犯
)

合
に
つ
い
て
は
、
許
可
を
要
し
な
い
と
す
る
通
牒
が
出
さ
れ
て
い
る
(
明
治
一
一
一
一
一
一
年
九
月
一
一
一
日
内
務
省
通
牒
宗
甲
第
四
五
号
)
。

の
ち
、
明
治
三
一
年
の
内
務
省
令
の
規
制
対
象
で
あ
っ
た
宗
教
団
体
の
う
ち
、
神
社
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
一
一
一
年
内
務
省
令
の
規
制

G
H
Q

対
象
か
ら
は
外
さ
れ
た
も
の
の
、
大
正
二
年
四
月
一
一
一
日
内
務
省
令
第
六
号
「
官
国
弊
社
以
下
神
社
ノ
祭
神
、
神
社
名
、
社
格
、
明
細

帳
、
境
内
、
創
立
、
移
転
、
廃
合
、
参
拝
、
拝
観
、
寄
附
金
、
講
社
、
神
札
等
ニ
関
ス
ル
件
」
に
よ
っ
て
、
同
様
の
寄
附
募
集
規
制
が

な
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
前
に
は
神
社
を
含
む
宗
教
団
体
の
行
な
う
寄
附
募
集
活
動
に
は
、
事
前
の
許
可
制
が
採
ら
れ
て
い
た
わ
け
で

あ
ふ
側
、
こ
の
規
制
は
、
敗
戦
及
び
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
た
。
す
な
わ
ち
、
大
正
二
年
内
務
省
令
は
、
昭
和
二

-E
(
Q

一
年
二
月
二
日
内
務
省
令
第
五
号
に
よ
っ
て
、
明
治
二
二
年
内
務
省
令
は
、
昭
和
二
二
年
五
月
一
日
文
部
省
令
第
九
号
に
よ
っ
て
、
そ


れ
ぞ
れ
廃
止
さ
れ
た
。


し
か
し
、
間
も
な
く
、
寄
附
募
集
規
制
は
、
終
戦
直
後
の
混
乱
の
中
で
募
金
行
為
が
放
任
状
態
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
詐
欺
や
横
領
、


寄
附
の
強
制
、
恐
喝
の
増
加
と
い
う
実
情
を
前
に
、
今
度
は
都
道
府
県
あ
る
い
は
市
町
村
レ
ベ
ル
の
条
例
と
し
て
再
び
姿
を
み
せ
る
に


至
っ
た
。 

民
間
情
報
教
育
局 

閏
)
宗
教
課
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・ 

・
ウ
ツ
ダ 

ド
に
よ
れ
ば
、
寄
附
募
集
規
制

(
鈍
)

の
問
題
は
、
文
部
省
宗
務
課
の
担
当
者
と
の
聞
で
、
す
で
に
昭
和
二
一
年
に
は
非
公
式
に
話
し
合
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、

現
実
の
条
例
(
案
)
を
前
に
し
て
検
討
が
な
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
一
一
三
年
秋
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
検
討
は
、
栃
木
県
佐
野
市

p

i
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の
条
例
案
に
関
す
る
二
つ
の
議
論
と
、
東
京
都
条
例
に
関
す
る
議
論
と
い
う
相
互
に
関
連
し
た
三
つ
の
議
論
に
分
け
ら
れ
る
。

佐
野
市
の
条
例
案
に
つ
い
て
問
題
と
な
っ
た
第
一
の
点
は
、

い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
に
対
す
る
違
反
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
佐
野
市
の

O

条
例
案
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
「
神
社
の
祭
費
募
集
は
[
:
:
:
]
市
民
全
員
が
氏
子
だ
か
ら
許
可
が
い
ら
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
の
寄

l

(
お
)

付
募
集
は
許
可
を
要
す
る
」
と
報
じ
た
東
京
民
報
の
記
事
が
発
端
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
例
案
は
、
宗
教
団
体
に
よ
る
も
の
に
限
ら
ず

一
般
的
に
寄
附
募
集
活
動
を
す
る
場
合
、
事
前
に
公
安
委
員
会
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
た
が
(
第
二
条
)
、
公
聴

(
お
}

会
に
お
い
て
公
安
委
員
長
か
ら
「
氏
子
又
は
信
徒
等
か
ら
寄
附
を
募
集
す
る
こ
と
は
許
可
は
必
要
な
い
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
。

ウ
ッ
ダ 

(
幻
)

ド
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
氏
子
」
と
い
う
語
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
、
東
京
民
報
の
記
事
の
よ
う
に
理
解
す
る
余
地
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
点
は
、

一
般
的
に
宗
派
聞
の
平
等
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
条
例
案
が
、
公
益
法
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
寄
附
募
集

活
動
に
つ
い
て
は
許
可
を
要
し
な
い
も
の
と
定
め
て
い
た
こ
と
か
ら
(
第
六
条
)
、
法
人
格
を
有
す
る
宗
教
団
体
と
有
し
な
い
宗
教
団

(
お
)

体
と
の
間
に
不
平
等
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
が
寄
附
募
集
活
動
を
規
制
す
る
際
に
、
法
人
格
の
有
無
を
間
わ
ず
全
て
の
宗
教
団
体
に
対
し


平
等
な
機
会
を
確
保
し
、
特
定
の
宗
教
団
体
に
対
し
て
差
別
的
な
解
釈
の
余
地
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
宗
務
課
長
か
ら
都
道
府
県


知
事
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
の
が
、
「
寄
附
金
募
集
の
取
り
締
り
と
信
教
自
由
の
保
全
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
通
達
(
昭
和
二
三
年
二
一


月
二 

日
文
部
省
通
達
発
宗
第
五
三
号
)
で
あ
る
。
日
く
、


「
宗
教
団
体
の
寄
附
金
募
集
に
つ
い
て
は
、
信
教
自
由
の
趣
旨
に
よ
り
、
明
治
一
一
一
一
年
内
務
省
令
第
六
号
が
す
で
に
廃
止
せ
ら
れ
、

主
務
官
庁
の
許
可
に
よ
ら
ず
自
由
に
募
集
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

一
般
の
寄
附
金
募
集
等
を
取
り
締
る
規
定
を
設
け
る
に

あ
た
り
、
宗
教
団
体
の
自
由
な
寄
附
金
募
集
に
対
し
て
も
制
限
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
例
が
あ
る
が
、
か
か
る
こ
と
は
憲
法
の
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保
障
す
る
信
教
の
自
由
に
反
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
慎
重
に
考
慮
厭
い
た
�
 wo
な
軒
、
貴
管
下
地
方
底
治
体
に
対
じ
て
も
右
の

趣
旨
の
徹
底
方
御
一
示
達
を
煩
わ
し
た
頃
」

し
か
し
、
宗
教
団
体
が
行
な
う
寄
附
募
集
活
動
の
規
制
の
問
題
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
昭
和
二
五
年
に
東

京
都
が
制
定
し
た
条
例
(
昭
和
二
五
年
四
月
一
日
東
京
都
条
例
第
二
ハ
号
)
に
反
対
し
て
日
本
宗
教
連
盟
が
請
願
を
出
し
た
こ
と
か
ら
、

再
燃
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
請
願
は
、
①
明
治
三
一
年
内
務
省
令
が
昭
和
二
�
 年
一
�
 

月
四
日
の
い
わ
ゆ
る
人
権
指
令
に
よ
っ
て
廃
止

O

O

さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
宗
教
団
体
の
寄
附
募
集
活
動
を
規
制
す
る
こ
と
は
信
教
の
自
由
に
反
す
る
、
②
明
治
コ
二
年
内

務
省
令
の
下
で
さ
え
、
任
意
申
合
寄
附
は
規
制
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
東
京
都
条
例
は
そ
れ
よ
り
も
厳
し
い
規
制
で

あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
「
宗
教
法
人
」
が
寄
附
募
集
活
動
を
す
る
場
合
に
は
許
可
を
受
け
な
く
て
も
よ
い
も
の
と
す
る
よ
う
条
例
の

改
正
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
請
願
に
つ
い
て
の
宗
教
課
の
対
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
東
京
都
条
例
と
大
宮
市
条
例
(
昭
和
二
五
年

大
宮
市
条
例
第
七
号
)
に
つ
い
て
、
宗
教
課
長

w
-
K
・
パ
ン
ス
が
宗
教
諜
の
ス
タ
ッ
フ
に
コ
メ
ン
ト
を
求
め
た
メ
モ
が
残
さ
れ
て
い

l

る
。
こ
れ
に
対
す
る
ウ
ツ
ダ
�
 ド
と
オ
ド
ノ
パ
ン
神
父
の
回
答
は
、
寄
附
募
集
活
動
に
一
定
の
規
制
を
加
え
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
は
反

対
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
条
例
は
宗
教
的
自
由
に
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
知
事
が
不
許
可
処
分
を
な
し
う
る

要
件
が
「
公
共
の
秩
序
を
乱
し
、
住
民
の
福
祉
を
害
す
る
虞
が
あ
る
と
き
」
と
い
う
よ
う
に
暖
昧
で
あ
り
、
「
そ
の
他
知
事
の
定
め
る

事
項
」
と
い
っ
た
類
の
規
定
が
多
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
事
や
市
長
の
裁
量
が
広
汎
に
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
、
特
定
宗
教
団

(ω)

体
に
対
し
差
別
的
な
運
用
が
な
さ
れ
る
虞
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
宗
教
謀
が
何
ら
か
の
措
置
を

(
位
)

と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
す
で
に
み
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
判
例
理
論
と
軌
を
一
に
す
る
も
の

で
あ
り
、
正
当
な
考
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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2 

寄
附
募
集
規
制
条
例

そ
の
よ
う
な
寄
附
募
集
規
制
条
例
は
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
は
、
大
阪
府
、
東
京
都
、
茨
城
県
、
福
岡
県
、
徳
島
県
お
よ
び
埼
玉
県

で
制
定
さ
れ
、
徳
島
県
と
埼
玉
県
で
は
今
で
も
現
行
の
条
例
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
条
例
の
う
ち
、
徳
島
県
の
「
寄
附
の
募
集
取
締
条
例
」
(
昭
和
三 

年
一
月
七
日
徳
島
県
条
例
第
二
号
)
の
{
疋

O

め
る
枠
組
み
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
条
例
は
、
「
寄
附
募
集
が
公
明
且
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
(
条
例
第

一
条
)
も
の
で
あ
る
が
、
戦
前
の
警
察
犯
処
罰
令
お
よ
び
寄
附
金
品
募
集
取
締
規
則
の
流
れ
を
く
ん
で
、
そ
の
主
眼
は
、
寄
附
の
募
集

に
あ
た
っ
て
団
体
や
多
数
人
が
示
威
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
行
為
に
よ
っ
て
寄
附
を
強
要
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
点
に
あ
る
(
条
例
第

六
条
)
。

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
「
寄
附
」
と
は
、
「
金
銭
物
品
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
の
供
与
又
は
交
付
で
債
務
の
履
行
若
し
く
は
利
益
の
還

付
を
伴
わ
な
い
も
の
を
い
い
」
、
「
募
集
」
と
は
、
「
そ
の
名
称
の
何
た
る
を
問
わ
ず
多
数
且
つ
不
特
定
の
人
(
法
人
又
は
団
体
を
含
む
。
)

に
寄
附
を
促
す
行
為
を
い
う
」
(
条
例
第
二
条
)
。

寄
附
の
募
集
を
行
な
お
う
と
す
る
者
は
、
ま
ず
、
所
轄
警
察
署
長
に
対
し
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
・
な
ら
ず
、
こ
の
届
出
書
に
は
、

①
募
集
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
(
団
体
の
場
合
に
は
、
団
体
名
、
事
務
所
の
所
在
地
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名
)
、
②
募
集
目
的
、
③
募

集
方
法
及
び
対
象
、
④
募
集
の
目
標
金
品
額
、
⑤
募
集
区
域
お
よ
び
期
間
、
⑥
担
当
区
域
ご
と
の
主
た
る
募
集
従
事
員
の
住
所
お
よ
び

氏
名
、
⑦
募
集
金
品
の
管
理
方
法
、
③
募
集
に
要
す
る
経
費
の
概
算
と
そ
の
出
所
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
条
例
第
三
条
。
様

式
第
一
号
参
照
)
。
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募
集
数
量
お
よ
ぴ
処
分
内
訳
を
記
載
し
た
収
支
明
細
書
を
、
、
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
必
)

い
(
条
例
第
八
条
。
様
式
第
六
号
参
照
)
。
ま
た
、
寄
附
募
集
者
は
、
①
募
集
責
任
者
お
よ
び
募
集
従
事
員
の
名
簿
、
②
寄
附
者
名
簿
、

③
現
在
高
帳
簿
、
④
領
収
書
、
振
込
金
受
領
書
等
募
集
金
品
の
支
出
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
、
募
集
の
終
了
し
た
日
か
ら
三
年
間
保

管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
条
例
第
九
条
一
項
、
二
項
、
施
行
規
則
第
一
三
条
)
。
寄
附
募
集
活
動
を
行
な
う
者
が
、
届
出
書
や
収
支

明
細
書
を
提
出
せ
ず
、
そ
れ
ら
に
虚
偽
の
記
載
を
な
し
、
ま
た
は
条
例
所
定
の
書
類
の
保
管
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
罰
金
、
拘
留
ま
た

は
科
料
の
い
ず
れ
か
に
処
さ
れ
る
(
条
例
第
一 

条)。

こ
の
種
の
条
例
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
ほ
と
ん
ど
研
究
者
の
関
心
を
集
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
寄
附

募
集
規
制
条
例
が
憲
法
的
な
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
寄
附
募

集
活
動
が
表
現
の
自
由
(
宗
教
的
色
彩
を
帯
び
る
場
合
に
は
、
信
教
の
自
由
)
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
表
現
行
為
に
含
ま
れ
る
と
考
え

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
寄
隙
募
集
活
動
を
純
然
た
る
政
治
的
言
論
(
な
い
し
宗
教
活
動
)
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
ど
う
か
は
別
問
題
で
、
そ
の
意
味
で
、
寄
附
募
集
活
動
は
営
利
的
言
論
と
非
営
利
的
言
論
と
の
中
間
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
ほ

か
な
く
、
も
し
仮
に
原
則
と
し
て
政
治
的
な
言
論
に
引
き
寄
せ
て
考
え
る
と
し
て
も
、
具
体
的
な
状
況
に
即
し
た
衡
量
を
す
べ
き
で
、

(
必
)

純
然
た
る
政
治
的
言
論
と
は
異
な
る
取
り
扱
い
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

O

こ
の
よ
う
に
寄
附
を
募
集
す
る
と
い
う
行
為
を
表
現
行
為
な
い
し
宗
教
的
行
為
と
捉
え
、
表
現
の
自
由
な
い
し
信
教
の
自
由
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
場
合
、
寄
附
募
集
規
制
条
例
に
つ
い
て
、
憲
法
上
問
題
と
な
り
う
る
点
と
し

て
、
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
寄
附
募
集
活
動
が
行
政
庁
の
裁
量
的
な
許
可
に
係
ら
し
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
条
例
は
、
表
現
活
動
(
宗
教
活
動
)

に
対
す
る
事
前
抑
制
と
し
て
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
現
在
の
徳
島
県
条
例
は
、
寄
附
募
集
活
動
に
つ
い
て
届
出
制
を
採
用
し
て
い
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3 
 られ フ
が
考
え
た
よ
う
に
、
寄
附
募
集
活
動
を
広
汎
な
裁
量
を
伴
っ
た
行
政
庁
の
事
前
の
許
可
に
係
ら
し
め
る
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
上
許

寄
附
募
集
規
制
条
例
と
宗
教
団
体

こ
の
よ
う
な
寄
附
募
集
規
制
条
例
を
宗
教
団
体
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
許
き
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
現

(

日

目

)

在
の
寄
附
募
集
規
制
条
例
は
、
そ
も
そ
も
宗
教
団
体
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
文
言
上
明
ら
か
で
は
な
い
。

も
し
仮
に
そ
の
よ
う
-
な
条
例
が
宗
教
団
体
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
し
て
、
で
は
、
宗
教
団
体
が
受
け
る
す
べ
て
の
寄
附
に
つ
い
て
、

寄
附
募
集
規
制
条
例
が
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
現
実
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
神
社
の
奏
銭
、
法
事
の
際

の
布
施
、
寺
院
の
拝
観
料
に
つ
い
て
、
届
出
な
り
許
可
な
り
が
必
要
だ
と
い
う
の
は
、
非
現
実
的
で
あ
る
)
。
ぞ
う
す
る
と
、
宗
教
団

体
が
受
け
る
寄
附
の
う
ち
ど
の
よ
う
な
も
の
が
条
例
の
適
用
対
象
に
な
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ

い
う
難
点
が
あ
る
。

き
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
こ
れ
ら
の
条
例
が
表
現
活
動
(
宗
教
活
動
)
で
あ
る
寄
附
募
集
活
動
を
無
許
可
で
行
な
う
こ
と
を
禁
止
し
、
無
許
可
で
こ

に
、
か
つ
て
の
寄
附
金
品
募
集
取
締
規
則
が
参
考
に
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
か
つ
て 

民
間
情
報
教
育
局
宗
教
課
の
ス
タ
ツ

G
H
Q

る
が
、
平
成
九
年
の
改
正
(
平
成
九
年
三
月
二
八
日
穂
鳥
県
条
例
第
三
七
号
)
以
前
に
は
、
許
可
制
が
採
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
他

の
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
も
、
許
可
制
を
採
用
す
る
例
が
多
く
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
不
許
可
処
分
を
な
し
う
る
の
か
と
い
う
要
件

は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
寄
附
募
集
条
例
上
、
許
可
制
が
採
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
制
定
の
際

なを
い 行
こな
とつ
にた
な(場
るさき合

た処
だ罰
ーし
こよ
のつ
占と

にす
っる
い 以

玄共
長ど
の の
条よ
例フ
はな

場
、 ムι
R(ロ

にに
み許
る 可
ょが  
A 小

止 要
な

、 の
肩か

器5 
F ど
必 JL
ず会
'言

む高
明語
確で
で会
はけ
なれ
いぱ
とな
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を

a
4
n
h
v
n
V
4
J
-
-
-
E
I」
れ
れ
同
州
ニ
レ 

ん
『 
、
ト 

千
九

実
際
に
は
、
上
述
の
徳
島
県
条
例
の
よ
う
に
条
例
の
文
言
上
は
あ
ら
ゆ
る
寄
附
募
集
活
動
が
条
例
の
適
用
を
受
け
る
よ
う
に
み
え
る

条
例
で
あ
っ
て
も
、
条
例
の
運
用
上
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
適
用
を
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
金
沢
市
「
金
銭
物
品
等
の
寄
附
募
集
に
関
す
る
条
例
」
(
昭
和
二
六
年
一 

月
五
日
金
沢
市
条
例
第
四
一
号
。
廃
止
、
平
成

九
年
四
月
一
日
金
沢
市
条
例
第
四
四
号
)
で
は
、
寄
附
募
集
活
動
に
つ
い
て
許
可
制
を
と
り
な
が
ら
、
条
例
の
文
言
上
で
は
な
く
、
そ

の
事
務
取
扱
要
領
に
お
い
て
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
は
条
例
上
の
許
可
は
必
要
と
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
宗

教
団
体
が
神
社
寺
院
の
建
設
費
用
を
氏
子
檀
家
か
ら
集
め
る
湯
合
に
は
、
条
例
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
が
(
「
事
務
取
扱
要
領
」
三

ω)、

托
鉢
喜
捨
、
神
社
寺
教
会
の
維
持
費
用
で
あ
っ
て
氏
子
檀
家
信
者
か
ら
集
め
ら
れ
る
も
の
、
神
社
寺
教
会
の
祭
礼
法
要
の
際
の
寄
進
、

神
社
寺
等
か
ら
御
神
特
・
お
守
札
を
配
布
す
る
場
合
の
寄
進
等
に
つ
い
て
は
、
許
可
は
必
要
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
(
同
一
二
附
及
び

d

J

E

こ
こ
で
は
許
可
制
の
是
非
の
問
題
は
措
く
と
し
て
も
、
い
か
な
る
も
の
が
条
例
の
適
用
対
象
と
な
り
、
い
か
な
る
も
の
が
適
用
対
象

i
H

と
な
ら
な
い
の
か
が
、
条
例
の
文
言
上
明
ら
か
で
は
な
く
、
事
務
取
扱
要
領
と
い
う
行
政
の
内
部
的
な
文
書
で
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う


の
は
、
精
神
的
自
由
を
制
約
す
る
立
法
の
明
確
性
お
よ
び
罪
刑
法
定
主
義
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。


で
は
、
宗
教
団
体
の
行
な
う
寄
附
募
集
活
動
に
つ
い
て
届
出
お
よ
び
収
支
明
細
書
の
提
出
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
の
定


め
る
信
教
の
自
由
お
よ
び
政
教
分
離
原
則
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

(
紛
)


こ
の
よ
う
な
寄
術
募
集
規
制
条
例
が
表
現
の
自
由
や
信
教
の
自
由
を
理
由
に
訴
訟
上
争
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、

そ
も
そ
も
信
教

の
自
由
を
制
約
す
る
立
法
に
つ
い
て
い
か
な
る
違
憲
審
査
基
準
を
と
る
べ
き
な
の
か
、
わ
が
国
で
は
判
例
上
も
学
説
上
も
明
ら
か
で
は

な
い
。
た
だ
、
寄
附
募
集
規
制
条
例
と
問
様
に
宗
教
団
体
に
対
し
て
一
定
の
書
類
の
提
出
を
義
務
付
け
る
宗
教
法
人
法
第
二
五
条
に
つ

O
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い
て
、
当
時
の
大
出
内
閣
法
制
局
長
官
は
、
財
産
目
録
お
よ
び
収
支
計
算
書
は
、
「
そ
の
宗
教
法
人
の
総
財
産
の
状
況
」
、
お
よ
び
「
総

体
と
し
て
の
、
い
わ
ば
概
括
的
な
意
味
で
の
収
支
の
状
況
と
い
う
も
の
が
記
載
」
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
「
個
々
具
体
の
宗
教
活
動

の
内
容
と
い
う
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
か
ら
、
「
宗
教
団
体
の
宗
教
上
の
行
為
{
:
:
:
]
に
干
渉
を
す
る
と
い
う

(
円
引
)

こ
と
に
は
な
ら
」
ず
、
「
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
書
類
提
出
義
務
が
「
信
教

の
自
由
-
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
寄
附
募
集
規
制
条
例
上
、
宗
教
団
体
に
届
出
義
務
お
よ
び
収
支
明
細
書
提
出

義
務
を
課
し
た
と
し
て
も
、
信
教
の
自
由
に
は
反
し
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
政
教
分
離
原
則
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
最
高
裁
は
「
行
為
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
宗
教
に
対
す
る

援
助
、
助
長
、
促
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
行
為
」
は
許
き
れ
な
い
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
目
的
・
効
果
基
準
を
採
用
し
て

い
る
。
こ
の
目
的
・
効
果
基
準
に
対
し
て
は
、
学
説
上
異
論
も
あ
る
が
、
こ
の
目
的
・
効
果
基
準
を
前
提
と
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

お
け
る
レ
モ
ン
・
テ
ス
ト
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
」
の
禁
止
の
要
件
を
と
ら
な
い
限
り
、
届
出
や
収
支
明
細
書

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
は
、
世
俗
的
な
目
的
を
も
ち
、
特
定
宗
教
に
対
す
る
援
助
に
も
圧
迫
に
も
当
た
ら
な
い
し
、

一
般
的
に
公
益
団

体
の
行
な
う
寄
附
募
集
活
動
に
つ
い
て
条
例
が
適
用
さ
れ
る
以
上
、
世
俗
団
体
に
比
べ
て
宗
教
団
体
を
有
利
に
も
不
利
に
も
取
り
扱
う

も
の
で
は
な
い
か
ら
、
政
教
分
離
原
則
に
反
す
る
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
報
告
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
寄
附
募
集
規
制
法
を
紹
介
し
、
わ
が
国
に
存
在
す
る
寄
附
募
集
規
制
条
例
を
宗
教
団
体
に

適
用
す
る
こ
と
が
日
本
国
憲
法
上
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
き
た
。
本
報
告
の
結
論
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
に

お
い
て
寄
附
募
集
活
動
を
行
な
う
宗
教
団
体
に
届
出
義
務
や
収
支
明
細
書
提
出
義
務
を
宗
教
団
体
に
謀
し
た
と
し
て
も
、
日
本
国
憲
法
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上
許
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
政
策
上
賢
明
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
っ
て
、
将
来
的
に
公
益
田

体
一
般
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
規
制
を
行
・
な
う
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
、
そ
の
規
制
を
宗
教
団
体
に
も
及
ば
す
こ
と

が
政
策
上
適
切
な
の
か
ど
う
か
は
、
そ
の
よ
う
な
規
制
を
必
要
と
す
る
立
法
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
か
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ

、っ。
そ
の
よ
う
な
立
法
事
実
の
存
否
の
問
題
は
、
こ
こ
で
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
寄
附
募
集
規
制
の
問
題
は
、
宗
教
団
体

P H
o
d
-

O
C
-

g
c

O
H
L

C C

m


を
含
め
た
公
益
的
な
団
体
が
そ
の
活
動
資
金
を
集
め
る
方
法
と
い
う
、
従
来
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
側
面
に
目
を
向
け
た
場

-Mg-u
-Mg(

-ZA
2
3
z
P
E
a
-
z
p
S

合
に
、
ど
の
よ
う
な
法
的
な
枠
組
み
が
あ
り
う
る
か
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

.5N.
 (gus

M
E
H
E
5
S
3
0
2
2
c
c
m

(1)

大
石
翼
『
憲
法
と
宗
教
制
度
」
(
有
斐
閣
、
平
成
八
年
)
二
五
人
買
。

(2)
〉
岩
沼
の 

2
5
8自
国 

〉 

5
8・ 

N
M
(
5
8
)
・

』 

(3)

連
邦
機
関
で
あ
る
内
国
歳
入
庁
が
連
邦
税
制
を
通
じ
て
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
寄
附
募
集
活
動
を
間
接
的
に
規
制
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

切
さ
白
河 

回一

(4)
寸
旨臼ロ∞ 

〉
宅

・
・-品叶
 

・ 

叶
(
位
。 
ι・
5
8
)
・ 

臼

(5)

∞
∞・ 

己申印・
 

(6)
臼 

・
白
戸
会 

NN

(7)
白
戸 

∞

同
窓
口
)
・ 

(8)
臼 

∞

ミ・
 

(9)
の 
目
立
司
色
判
決
で
は
、
信
教
の
自
由
に
基
づ
い
て
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
事
件
で
は
連
邦
最
高
裁
は
一
貫
し
て
寄
附
募
集
規
制
を
表
現
の
自
由
の
文

-
E
S
5
Z
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宗教団体と寄附募集規制法(田近)

の
点
に
つ
き
、
拙
稿
「
寄
附
募
集
規
制
の
憲
法
問
題
(
ニ
・
完
)
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
寄
附
募
集
規
制
法
を
素
材
に
し
て

」
(
法
学
論
叢
一
四
九
巻
四
号
に
掲

載
予
定
}
を
参
照
。

(
鈍
)
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

F
・
ウ
ツ
ダ
l
ド
『
天
皇
と
神
道
』
(
阿
部
美
哉
訳
、
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
昭
和
六
三
年
)
一
五
五
頁
。

白
血
同
師
同
晶
.
同
町
同
日
『 

印
臼
晶
・

(

お

)

同

司

・

帥

ι
H
E
A
P
-
H白
一
回
目 

(
お
)
匂
電
凶
『

-
E
H
g
p
H
a曲
目
・
同
町
・

(
包
従
来
、
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
の
禁
止
」
の
テ
ス
ト
に
は
、
ぞ
れ
が
効
果
基
準
と
は
別
の
独
立
し
た
テ
ス
ト
た
り
う
る
の
か
と
い
う
批
判
が
あ
り
、
最
高
裁
も
、

〉
問
富
江
田
回 

・∞
 

臼
〔
弓
翁
〕
)
に
お
い
て
、
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
の
禁
止
」
の
テ
ス
ト
が
効
果
テ
ス
ト
に
吸
収
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
理
解

を
示
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
が
ど
こ
ま
で
の
一
般
性
を
有
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

(
お
)
も
し
仮
に
「
過
度
の
か
か
わ
り
合
い
の
禁
止
」
の
テ
ス
ト
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、
寄
附
募
集
規
制
法
が
情
報
を
市
民
に
公
開
す
る
こ
と
自
体
を
目

hrmc

的
と
し
て
お
り
、
公
権
力
が
対
象
団
体
を
統
制
な
い
し
指
導
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
従
来
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
補
助
金
に
関
連
し
て

m
a
c

問
題
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
監
視 

(
F
F
2
?
Z自 

同
百
円 

品 

め・
 

戸
喧
コ
ご
と
は
異
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
知
描
河
島
ミ

m-NN
d
F
F
P
-
S
S
M
-
c

明

耳

目 

E
-
s
h
u諸
国
o
g
N
0・
忠
明
白
白
・

(
鈎
)
先
に
挙
げ
た
の 'H
rzso『 

P
E
g
-
a
u『
盟

諸

白 

0
3
5
。 

-
Q
q
a
Q
O
R
d
q同
芯
『
も
、
そ
の
よ
う
な
事
件
で
あ
っ
た
。

〈 

y

品 

∞
(
同
喧
恒
国
)

(ω)

・

(
幻
)
大
正
二
年
六
月
一
三
日
勅
令
第
一
七
三
号
に
よ
旬
、
宗
教
局
が
内
務
省
か
ら
文
部
省
に
移
さ
れ
た
後
は
、
文
部
大
臣
が
所
轄
行
政
庁
と
さ
れ
た
。

(
幻
)
こ
の
通
牒
は
、
「
内
務
省
令
の
修
正
」
(
ウ
ツ
ダ 

ド
)
と
い
う
よ
り
は
、
明
治
三
一
=
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
改
正
前
の
第
三
条
に
あ
っ
た
「
但
シ
特
ニ
氏
子
、

-
N
O

檀
徒
若
ハ
信
徒
ノ
ミ
ニ
対
シ
募
集
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス
」
と
い
う
適
用
除
外
条
項
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
改
正
後
、
こ
の
内
務
省
令
の
適
用
範
囲


を
め
ぐ
っ
て
疑
義
が
生
じ
、
ぞ
れ
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。


(
お
)
な
お
、
宗
教
団
体
以
外
の
団
体
が
行
な
う
寄
附
募
集
活
動
に
つ
い
て
も
、
各
庁
府
県
の
寄
附
金
口
問
募
集
取
締
規
則
に
よ
っ
て
、
許
可
制
が
採
ら
れ
て
い
た
。
こ

l

opdF
a
z
F
P

NEE-

(
お
)
「
教
会
大
い
に
む
く
れ
る
」
東
京
民
報
昭
和
二
三
年
一
一
月
一
六
日
第
二
面
。

(
お
}
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
佐
野
市
"
寄
附
募
集
等
に
関
す
る
条
例
"
に
つ
い
て
」
。

E
¥目
。
〉 

3
2
0
E
ω
O
E
E
-
-喜朗
 

(
0
5
・思)。 

g
c

8
M
{

l
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(
幻
)
ウ
ァ
ダ 
1
ド
・
前
掲
注
(
鈍
)
一
五
五
真
。

(
M
M
)

(
お
)
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵 

E
r
g
o
F
q
】V
C
F
E
n
r
p々
の 

∞
2
5
J
o
z
p
¥目。〉】 

刃
2
。三 
ω
日
開
(
〉
)
ゐ
園
田
谷
(
口
同

。
目
白
(
〉 
)
'
O
白血月四世(ロ喧 
-
U
H
M
)
・

(
お
)
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
宗
教
総
規
』
第
二
冊
。


(
包
囲
立
国
会
図
書
館
所
蔵
(
無
題
文
書
)
。


V

zmu¥

DEEM

問
。 

ュ 

目
。
〉
可
宗
祖
母
合

E
a
r
-
-
E
g
t
o
E
O

F
E
E
S
E
ι

o
j
c
z
ρ
¥

o
E
E
E
0
5
S
E
5
5
5 

手
話
回
。
同
¢ 

。。〈@『

、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵

z
g
s

の 
己『 

E

O

印
の
〉
司
見
君
。
円
含
自
国
(
〉
)
・ 
0
8
8
(
回
目
ナ
四
回
臼
)
・
ま
た
、
ウ
ッ
ダ 

∞
主
己

ド
(
法
性
祐
正
訳
}
「
日
本
に
お
け
る

l

宗
教
と
国
家
の
関
係
」
龍
谷
大
学
宗
教
法
研
究
会
編
『
宗
教
法
研
究
』
第
一
一
一
輯
(
平
成
五
年
)
九
七
頁
、
一
四
六
頁
以
下
も
み
よ
。

ウ
ッ
ダ 
1

ド
・
前
掲
(
泊
)
一
五
七
頁
は
、
条
例
の
改
正
の
提
案
を
含
む
覚
書
が
法
務
局 

臼
)
の
意
見
を
求
め
る
た
め
起
草
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
筆

(
F

者
は
こ
の
覚
書
案
を
発
見
で
き
な
か
ワ
た
。

(
必
)
寄
附
者
名
簿
は
、
徳
島
県
条
例
の
み
な
ら
ず
、
埼
主
県
条
例
に
も
み
ら
れ
、
寄
附
募
集
者
は
寄
附
を
受
け
た
と
き
に
は
、
寄
附
者
の
住
所
、
氏
名
、
寄
附
を
受

け
た
金
額
お
よ
び
年
月
日
を
こ
れ
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
後
に
寄
附
募
集
活
動
に
詐
欺
や
強
要
が
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
被
害
者
を
特
定
す
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

(
川
ど
そ
の
よ
う
に
非
営
利
的
言
論
と
営
利
的
言
論
と
の
区
別
を
相
対
的
に
理
解
す
る
見
解
と
し
て
、
伊
藤
正
巳
『
車
思
法
〔
第
三
版
〕
』
(
弘
文
堂
、
平
成
七
年
)
一
一
一
一

(

H

三
頁
。

叫
)
佐
藤
幸
治
『
憲
法
〔
第
三
版
〕
』
(
青
林
書
院
、
平
成
七
年
)
五
一
一
一
一
一
頁
。

(
M
W
)

H

O

報
告
時
の
質
疑
応
答
に
お
い
て
、
徳
島
県
条
例
お
よ
び
長
野
県
中
野
市
条
例
が
宗
教
団
体
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
(
適
用
き
れ
た
)
実
例
に
つ
き
、
久
保
文
剛

会
員
と
長
谷
川
正
浩
会
員
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
中
野
市
の
例
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
正
浩
「
寄
付
募
集
と
行
政
関
与 

長
野
県
中
野
市 

寺
の

場
合 

」
全
仏
一
一
七
五
号
(
昭
和
五
七
年
)
一
四
頁
、
お
よ
び
「
行
政
の
関
与
ど
こ
ま
で
・
;
宗
教
法
人
の
寄
付
募
集
、
珍
し
い
対
立
〔
中
野
〕
」
信
濃
毎
日
新
聞

昭
和
五
六
年
一 

月
五
日
第
三
面
を
参
照
。

(
“
)
学
説
上
、
世
俗
的
な
団
体
が
行
な
う
寄
附
募
集
活
動
に
関
し
て
、
唯
一
こ
れ
を
正
面
か
ら
表
現
の
自
由
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
た
文
献
と
し
て
、
林
喜
代
美

H

S

「
『
寄
附
取
締
条
例
』
の
憲
法
問
題
|
徳
島
県
条
例
を
中
心
に
し
て
」
法
律
時
報
五
五
巻
二
号
(
昭
和
五
八
年
)
一
一
一
一
頁
が
あ
る
。

(
包
こ
の
考
え
方
に
同
調
す
る
見
解
と
し
て
、
例
え
ば
、
大
石
虞
「
宗
教
団
体
と
宗
教
法
人
制
度
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一 

八
一
号
(
平
成
七
年
)
一
一
頁
、

O

'UU)
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姐
咽
村
政
行
「
宗
教
法
人
制
度
に
お
け
る
行
政
の
責
任
と
役
割
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
九
巻
四
号
(
平
成
八
年
)
一
一
頁
、
一
八
頁
、
中
根
孝
司
『
新
宗
教
法
人
法
ー

そ
の
背
景
と
解
説
』
(
第
一
法
規
、
平
成
八
年
)
三 

頁
。
反
対
す
る
見
解
と
し
て
、
例
え
ば
、
桐
ケ
谷
章
「
宗
教
法
人
法
の
改
正
を
め
ぐ
る
問
鑓
点 

宗
教

団
体
に
対
す
る
管
理
の
要
素
の
導
入
の
有
無
と
是
非 

」
創
価
法
学
二
六
巻
二
・
三
合
併
号
(
平
成
九
年
}
九
頁
、
二
六
頁
。

l
O

l
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